
袋井消防本部危険物施設審査基準 

第１ 仮貯蔵又は仮取扱い 

 

1-1 

 

第１ 仮貯蔵又は仮取扱いの承認 

 仮貯蔵等の承認申請に対する承認を行うときは、次の事項に留意し、危険物の性質、周囲の状況等の実態か

ら判断して、火災予防上及び消防活動上支障のないようにする。 

１ 一般的事項 

(１) 「承認」とは、一般的禁止行為を特定の場合に解除する行政行為であり、「許可」と実質的に同義

である。 

(２) 法定期間(10 日)終了後、反復して仮貯蔵等を行わない。ただし、次の場合は更新が可能であり、再

度承認申請を必要とする。 

ア 承認後、承認時の事情に変化があり、承認を更新することが適当と認められる場合(例 危険物の入

荷が 10 日以上遅れ、承認期間に危険物が仮貯蔵されなかった場合) 

イ 前後の承認の間に連続性がない場合 

ウ 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等運用基準が適用された場合以外の災害復旧現場 

エ その他仮貯蔵等を反復して行うことがやむを得ないと消防長が認めた場合 

(３) 承認の単位 

ア 数箇所に分散して仮貯蔵等がされる場合、相互の距離が近接する場合は一の承認案件とする。 

イ 屋内の仮貯蔵等は、原則として一棟に一とする。 

ウ 同一の場所で同時に仮貯蔵と仮取扱いが行われる場合は、これを包括して一の承認案件とする。 

(４) 危険物施設における仮貯蔵等 

ア 危険物施設において、許可と異なる設備、方法等で指定数量以上の危険物の貯蔵等を一時的に行う

場合は、仮貯蔵等の承認を要する。 

イ 地下貯蔵タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合は、仮取扱いの承認を、また、抜き取っ

た危険物をドラム缶等の容器に収納して一時的に貯蔵する場合は、仮貯蔵の承認を要する。 

 

２ 屋外において行う仮貯蔵等の基準 

(１) 仮貯蔵等は、湿潤でなく、かつ、排水及び通風のよい場所で行う。 

(２) 仮貯蔵等は、ロープ又はさく等で周囲を区画するか、白線等(排水溝を設ける場合は、排水溝とする

ことができる)で明示する。 

(３) 仮貯蔵等の周囲には、仮貯蔵等を行う危険物の数量に応じ、危政令第 16 条第 1 項第 4 号に掲げる空

地を確保する。ただし、高引火点危険物のみを貯蔵する場合、又は不燃材料で造った防火上有効な塀

を設けることにより安全であると認める場合はこの限りでない。 

(４) 2 以上の仮貯蔵等を隣接して設置する場合、その相互の空地は大なる方をもって当該空地とすること

ができる。 
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(５) 仮貯蔵等をする場所は、危険物が直接公共用下水道等に流出するおそれのない場所とするか、又は

流出しないよう適当な措置を講じた場所とする。 

(６) 類を異にする危険物は、同一の場所において仮貯蔵しない。 

(７) 屋外において、第 1 類、第 2 類(硫黄を除く)、第 3類、第 4 類(特殊引火物に限る)及び第 5 類の危

険物は、仮貯蔵等しない。 

 

３ 屋内において行う仮貯蔵等の基準 

(１) 仮貯蔵等を行う場所は、原則として壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造又は不燃材料で造られ、

かつ、出入口に特定防火設備又は防火設備を設けた専用の建築物又は室とする。 

(２) (1)の専用の建築物又は室の窓にガラスを用いる場合は、網入りガラスとする。 

(３) 類を異にする危険物は、同一の室において仮貯蔵をしない。ただし、危規則第 39条の規定の例によ

る場合は、この限りでない。 

(４) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定による。 

 

４ 仮貯蔵等における危険物の貯蔵又は取扱いの基準 

危政令第 24 条から第 27 条に定める技術上の基準に準じる。 

 

５ 消火設備 

貯蔵する危険物に応じて危政令別表第 5 に掲げる第 4 種又は第 5 種の消火設備をその能力単位の数値が

建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設置する。 

 

６ 標識、掲示板 

(１) 「危険物仮貯蔵所」又は「危険物仮取扱所」の標識 

(２) 仮貯蔵等期間、危険物の類、品名、貯蔵最大数量、貯蔵する危険物の性質に応じた注意事項(火気厳

禁、禁水等)及び管理責任者を表示した掲示板 

(３) 標識、掲示板の大きさ及び危険物の性質に応じた注意事項については、危規則第 17 条及び第 18 条

の規定の例による。 

第 1－1 図 空地の設置方法 
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７ 仮貯蔵等期間中の火災予防に関する事項 

(１) 仮貯蔵等の場所には、「関係者以外立入禁止」の表示を掲げる等、関係のない者をみだりに出入り

させない措置を講じる。 

(２) 仮貯蔵等の場所には、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かない。 

(３) 仮貯蔵等の期間中は、危険物以外の物品を貯蔵しない。 

(４) 管理責任者は、適宜巡回し、異常の有無及び(1)から(3)までを確認する。 

 

８ 危険物取扱者の立会い 

仮貯蔵等において、当該危険物の取り扱い作業に危険物取扱者を立ち会わせるように指導する。◆ 

 

９ タンクコンテナによる仮貯蔵の基準 

タンクコンテナによる仮貯蔵の基準は、「タンクコンテナ等による危険物の仮貯蔵について」(平成 4 年

6 月 18 日消防危第 52 号通知 一部改正：令和 4 年 12月 13 日消防危第 275 号通知)による。 

 

10 震災時等における仮貯蔵・仮取扱い 

震災時等における仮貯蔵・仮取扱いの申請について震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安

全対策及び手続きに係るガイドライン(平成 25 年 10月 3 日消防災第 364 号・消防危第 171 号、別紙１)に

より運用する 

 

第 1－2 図 標識・掲示板の例 
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